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金融商品の取引の当事者を識別するための番号（LEI）制度の実施について

LEI（Legal Entity Identifier）とは、金融商品の取引を行う当事者（法人、ファンド等）

を識別するための世界共通の識別番号です。金融危機の反省を踏まえ、金融取引の実態を効

率的・効果的に把握する目的から、金融安定理事会や G20 により導入の方針が決定され、欧

米の規制当局を中心にその利用が促進されております。

こうした国際的な取組みの進展を踏まえ、日本においても LEI を指定する体制を整備する

目的から、東京証券取引所では、金融商品取引所の業務の範囲に係る金融商品取引法の改正

を受け、8月 1日から、LEI を指定する業務を開始いたします。

詳細については、以下の JPX-LEI ポータルサイトをご覧ください。

https://www.jpx.co.jp/lei/
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